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重点事項推進ＷＧ：横断的制度分野担当ＳＷ 

第６回会合 議事録 

 

１．日時：平成 18 年４月２０日（木）１７：１５～１７：４５ 

２．場所：永田町合同庁舎１階第１会議室  

３．項目：資格制度の見直しに関するヒアリング（建築士） 

４．出席：○規制改革・民間開放推進会議  

鈴木主査、黒川委員、原委員、安念専門委員、大橋専門委員  

浅見専門委員、福井専門委員  

      ○国土交通省  

  住宅局建築指導課 課長 小川  富由  

 

○鈴木主査  御苦労さまです。今日は基本ルール分野の資格制度ワーキンググループと、

土地住宅の関係のワーキンググループの両ワーキンググループ合同のヒアリングとい

うことで行いたいと思います。 

  それでは、最初に、建築士についてこちらから質問を出しておりますので、大体 10 分程

度で御説明いただいて、あとはディスカッションをと思っていますので、よろしくお願

いします。 

○小川建築指導課長  それでは、建築士について調査票に基づきまして説明させていただ

きます。 

  建築士については、１級、２級、木造の種別がございまして、私ども国土交通省で所管

しておりますが、実際に登録先あるいは審査の実施というようなものは都道府県と分担

しております。 

  １級については、登録で 31 万人ぐらいあります。これは当然、亡くなっている方も含め

てということなので、実際の人数よりはかなり多くなっています。１級について、登録

先は国土交通大臣。それから、審査の実施は地方整備局ということでございます。 

  ２級、木造については、それぞれ都道府県知事あるいは都道府県が登録あるいは審査を

やっております。 

  入会というのは、職能団体でございますけれども、建築士会というものがございますけ

れども、強制のものはありません。 

  団体の法的根拠としては、第 22 条の２というところで建築士会の根拠がございます。 

  設立の目的としては、建築士の品位の保持、進歩改善というようなことをうたわれてお

ります。 

  報酬規定でございますけれども、建築士法 25 条で根拠の規定がございまして、昭和 54

年の告示 1206 号ということで、これは別添で、３枚めくっていただきますと報酬の資

料が付いておりますが、こういう形で定めております。 
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  ただ、報酬については、実際に内容的にはどういった業務を行ったときに、どういった

人数がかかるというようなことを、どうやって積み上げて積算するんだというようなこ

との方針を定めているところでありまして、告示に実際に単価が幾らだというようなこ

とを書き込んでいるわけではございません。標準的な業務量を示すという形での機能を

持っているというところでございます。 

  １ページに戻りまして、広告規制というものはございません。 

  資格取得試験でございますけれども、建築士法第３章ということで根拠法令を持ってお

ります。大体、１級建築士ですと大学の建築系の学科を卒業して、実務２年を過ぎると

試験を受けることができる。 

  受験者、合格者の推移でございますが、一番最後の紙がございます。実施状況というこ

とで、毎年、学科の試験と設計製図の試験を行っておりまして、両方受かると合格とい

うことで、最終合格率は 10％前後ということで推移しております。平成 17 年でいきま

すと、最終的に 5,548 人の方が合格するということでございます。 

  試験については、学科の試験に受かりますと、その年に設計製図の試験に落ちても、次

の年の設計製図の試験の受験資格があるという特典を与えております。 

  調査票の２ページ目に入っておりますけれども、合格率につきましては大幅に変動して

いるとの認識は持ってございません。 

  資格者の過不足でございますが、不足はしていないのだろうと認識しております。 

  資格取得についての具体的なものでございますけれども、先ほど申しましたように、学

科の試験に合格している場合は、次回の受験に限り、学科の試験を免除して製図の試験

が受けられる。試験問題につきましては、平成 10 年から公表、13 年より持ち帰りを認

めております。 

  関連・類似資格等との統合といったことでの試験科目の共通化、免除といったものはご

ざいません。 

  受験資格について、特例措置というものはございません。 

  罰則規定でございますが、懲戒処分権者としては、１級は大臣でございますが、２級、

木造は知事ということで、懲戒としては免許の取消し、業務停止、戒告がございます。 

  建築士法第 10 条で、幾つか懲戒となる行為を規定しております。今回のように構造計算

書の偽装などがありますと、この２号に基づいて、違反しているということでやってお

ります。 

  資格者団体による懲戒というのはございません。また、資格者団体による懲戒となる行

為とかそういったものもございません。 

  免許の更新制度は、ございません。 

  定期的な講習等の有無、内容、頻度でございますが、これは規制改革の有無で、これま

で建築士法施行規則で大臣が指定する講習というのがあったんですけれども、平成 17

年度をもって指定を取りやめております。各種関係職能団体等において自主的にいろん
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な研修は実施しております。 

  ３枚目でございます。追加質問項目でございまして、そういうマンションの偽装問題が

ございまして、私ども全国的にそういう審査の状況を点検いたしますと、姉歯建築士と

いうあれほどひどい偽装というのはないんですが、不適切な計算をしていたり、見過ご

しがあったりというのは各地で幾つか出ているというような状況でございます。したが

って、抜本的な見直しをしなければいけないということで考えております。 

  当面、罰則の強化等につきましては、去る３月 31 日に建築基準法あるいは司法の改正と

いうことで法案をまとめて、この国会で御審議いただくという予定でございます。主に

は、構造などの審査の厳格化、それから、民間の機関に確認をやらせていますが、そう

いう民間の機関に関する監督強化、建築士などの罰則の強化、更に情報の開示というこ

とで建築士の処分の公表でありますとか、事務所あるいは民間確認機関の業務内容の開

示といったものを内容としております。 

  更に、抜本的な議論、資格制度も含めてやるべきではないかということで、これは引き

続き審議会で夏までに御議論をいただこうということでやっております。 

  したがって、幾つか質問をいただいていますが、まず更新制度については、審議会で引

き続き夏までに結論を得るということで検討すべき課題とされております。更新に近い

わけですけれども、講習の義務づけといったものも議論すべきテーマであると考えてお

ります。 

  それから、専門資格の創出も検討すべき事項ということでございます。想定している資

格者の業務範囲ということなんですけれども、大きく分けてそういう計画とかデザイン

とかという部分と、構造と、設備と大きく３つぐらいの分野があって、そういったもの

の専門分化がかなり激しく進んでいるということがありますので、それをどうするか。

余り分化すると、今度はとりまとめをするというか、統括をするという、建物をつくる

側、発注する側に対する説明責任といったものも失われるおそれがありますので、そう

いったことが重要なテーマであろうと認識しています。その場合には、建築士は今、業

務独占ということで、設計と工事管理についてすべてフォローするということになって

いるわけですが、その業務独占領域の見直し、切り分けも議論すべきテーマであると考

えています。 

  資格の取得要件についても、これは今度、そういう資格をどうするかということの議論

と並行するわけでございますけれども、教育の年限とか内容とかそういったことも踏ま

えて議論すべき必要があろうと思っています。 

  資格取得後の研修。これは、ほかの制度を見ますといわゆるインターン制度という形で、

合格してから何年か実務研修というようなこともありますので、建築士の場合は受ける

前に実務経験を２年ばかり持ってこいというのが条件でございますが、インターン制度

も含めて議論すべき課題であると認識しています。 

  罰則規定について、今回の法案で強化するわけでございますけれども、新しい専門資格
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をつくるとすれば、それも当然、切り分けなどの議論があると思っております。 

  今回、先ほど言いましたように改正法案を提出していますが、情報開示制度を充実強化

しようということでございまして、例えば建築士事務所に所属する建築士の業務実績の

閲覧、これは年次報告をさせて、その内容を閲覧させるとか、処分した場合には氏名の

公表といったことを内容としております。 

  そのほかにも、団体への加入義務づけ、先ほど、今まではないということでございます

けれども、監督指導ということをしっかりするために職能団体への加入義務づけをして、

一律的にやらせるべきではないかという強い御意見もあって、これも議論すべきテーマ

とされております。 

  以上です。 

○鈴木主査  それでは、よろしいですか。質問のある方はどうぞ。 

○福井専門委員  この調査票の３ページの９番で、意匠、構造、設備については、議論す

べきテーマであるというのはどういう御趣旨でしたか。 

○小川建築指導課長  今までは、建築士という資格を取ると意匠、構造、設備すべてその

方の業務独占権能だということになっているんですけれども、非常にデザイン的に優秀

な方が必ずしも構造設計を非常に詳しく知っているわけではないと。また、設備という

ところで言いますと、機械とか電気等ということになりますと、非常にそれも詳しく知

っているわけではないというのが専門分化の実態なんです。 

  戸建ての住宅をつくるぐらいだったら、電灯線をどこまで引けばいいかというのでそん

なに問題はないんですが、大きなビルを建てるとなると、そういういろんな専門領域を

見なければいけないだろうと。どれぐらい、そういう専門領域として細分化したらいい

のかという議論の中で、今、３つほどのグループ分けとして大きく計画が。 

○福井専門委員  建築士を３分類して、要するに意匠建築士、構造建築士、設備建築士み

たいにするという方向なわけですか。 

○小川建築指導課長  方向かどうかは別にして、その３つぐらいの大きな領域で専門性が

分化されていると。勿論、そのほかに都市計画とかそういうものがあるかもしれません

けれども、そういう分化をしている実態をどうとらえるかというところから議論を始め

るべきだという審議会の中でのポジションはいただいています。 

○福井専門委員  今、依頼者にとっては、その建築士が意匠に非常に秀でた人か、構造に

非常に秀でた人かというのは、外部からうかがい知れない情報なのですか。 

○小川建築指導課長  人は見てもわからないのだと思いますけれども、普通で言うと、元

請の設計者さんというのはいわゆる意匠とか計画とかを専門にされている方が中心で、

そうやって、入り口がどこで、何階建てで、柱と壁はどの辺りにといったときに、それ

が本当に安全性があるかどうか、あそこの中に鉄筋を何本入れるとかそういうことの計

算は構造の方がやると。それから、空調設備、電気設備、あるいは給排水といったもの

をどういうふうに配管してどうするかというのは設備の専門の方がやっていると。建物
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の形をどう決めるかというのがデザインといいますか、意匠なものですから、その方が

そういう設備とか構造の仕事をまとめて一つの設計図書に仕上げているというのが実

態でございます。 

○福井専門委員  やはり、外目にはなかなかわからないということなのか、ある程度は相

場観が、お互いプロ同士で元請、下請関係とかがあるとしたら、大体、この人はこの分

野の専門とかがわかっているのだとするのかで何か分かれてくるような気がするので

す。 

  後者の場合だったら、どうせわかっているのだったら、印を付けることにどういう意味

があるのだろうということになるでしょうし、前者の場合だったら、やはり素人が勘違

いして、別の専門の人に頼むのを防ぐために分けた方が親切ですねという方向に行くよ

うな気もするのですけれども、実体としてはどちらに近いのでしょうか。 

○小川建築指導課長  それは、素人の人が見たときとプロの間で見たときということとは

違うと思います。プロの間だと、しばらく話をしている間で、この人、そんなことは言

っているけれども、例えば構造のプロが構造のプロだと言っている人の話を聞いていく

と、余りわかっていないとかというのはわかってくると聞いています。 

○福井専門委員  素人発注も少なからぬシェアを占めているというのは、実態なわけです

ね。そうすると、そこ向けにはやはり印があった方がわかりやすいということなわけで

すね。 

  レベルについてはどうなのですか。例えば、意匠建築士の三つ星とか、五つ星とかとい

うことはあり得るのですか。 

○小川建築指導課長  頼む人がいきなり構造の人をつかまえて、頼むよと。それで、デザ

インは何でもいいのだから、あとはあなたがだれか連れてきてというようなことはほと

んどやっていないだろうと思います。まして設備などの人をつかまえて、よほど、例え

ば自分の息子が設備をやっていて、おまえに仕事を出したいから、ほかにだれか連れて

きて仕事を組んでくれというようなことでもないと、なかなか、恐らくやはり意匠的な、

あるいは計画といいますか、全体をつくりますという方を探して、その方にどういう注

文だということを伝えてやるということが普通だと思います。 

  それから、三つ星とか四つ星の話については、これは私ども、今の整理で言えば、言わ

ば建築士の方から自己ＰＲして、私はこれだけの実績がありますというようなことを話

をして、あとは消費者といいますか、依頼する側がその中で選択していくことなんだろ

うと思っています。 

○福井専門委員  試験レベルとかでの能力判定なり、技術判定は、一応可能なのですか。

要するに、可測性があるものなのか、いや、それは趣味の問題だとか、あるいはケース

・バイ・ケースで異なるというのか。それはどちらに近いのでしょうか。 

○小川建築指導課長  デザインのレベルが高いというようなことになると、趣味的なもの

になります。 
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○福井専門委員  現実には、はっきり能力差があるという感じですか。 

○小川建築指導課長  能力差はあると思います。 

  ただ、試験については構造についても、設備についても、あるいは意匠とか法律との関

係とかそういったことについて全部聞いて、全部解けると。それから、図面も自分１人

で５時間ぐらい与えてちゃんと仕上げることができるというところまでは問うていま

す。 

○福井専門委員  逆に、意匠にうんと秀でた人で、構造の能力は余りないけれども、デザ

インのセンスが抜群だという人が建築士になるのは、逆もあるでしょうけれども、阻害

されていますね。 

  分化するというのは、大変結構な方向なのではないですか。 

○鈴木主査  どうぞ。 

○原委員  関連してなのですが、10 のところに情報開示制度の充実という話があって、こ

こに所属する建築士の業務実績を閲覧させることというようになっていて、この業務実

績の開示の仕方が、今、福井先生が話されたところと絡んでいて、どういう内容の開示

をするかというところによって選択がどう働くかということになると思うのですが、今、

御回答にあったような感じの開示を考えていらっしゃるということになりますか。意匠、

構造、設備に分けて、そして、レベルはなかなか難しいかもしれませんけれども、これ

まで何件手がけているというようなことの開示になると考えてよろしいのですか。 

○小川建築指導課長  これは、これからの改正なものですから、施行に向けて更に詰めな

ければいけないんですが、構造の設計を主にしていて、どういうようなビルを何件やっ

ていましたというような内容になろうかと思います。そういうものを見ると、この事務

所は、あるいはこの建築士さんは構造が専門なんだというのがわかるようになると思っ

ています。○鈴木主査  ちょっと再確認ですが、そういうように建築士の資格を、今ま

では１本で、構造はわからないから意匠だけやっており、構造は外注するが、しかし、

一応、構造もできるという資格であったものを、この人は意匠建築士だから構造はでき

ないというようにしようということですか。そういう考え方があるということですか。 

○小川建築指導課長  そういう考え方も１つだということです。ただ、そうやって全部縦

割にしてしまうと、今度は発注する側が、だれが責任を持ってくれるのかというような

問題も出るんだろうということで、そこはちゃんと審議会の方でしっかり議論いただき

たいと思っております。 

○鈴木主査  意匠とか構造の分野で、そういうもので専門化した資格者集団というのか、

そういう学会なり、あるいはそういう人たちの集まりなり、団体なりというのはありま

すか。例えば、医療の場合だったら専門医制度というのがあって、それがかなり発達し

ているわけなのです。だから、その専門医制度というものを活用して、これは一種の民

間資格ともいえますが、そういうもので認知度を高めていくやり方があるのです。 

○小川建築指導課長  そういう議論もございまして、例えば建築士会というところで専攻
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建築士制度という形で構造専攻とか、意匠専攻とか、まちづくり専攻とかというふうに

分けて、それぞれの専門性を認証する仕組みをつくりましょうという動きをしていると

ころもございます。それはどちらかというとさらさ型で、もともとの根っこは同じなん

ですが、専門医のように専門分化というか、それを土台に専門分化していくというよう

な仕組みが１つあります。 

  もう一つは、特に設備などがそうですけれども、もともとは機械とか電気とかというよ

うなバックグラウンドなので、必ずしも建築関係について一体的な知識を持たずに、あ

る種、縦割でもいいのではないかというような議論もあって、これはどういうような結

論をいただけるかどうか、今のところ、全く結論の方向が見えていません。 

○鈴木主査  どうぞ。 

○大橋専門委員  ２点ほど質問させていただきます。 

  第１点は、非常に初歩的なのですが、先ほど情報開示というのがありましたけれども、

この建築士制度における情報開示というのはだれを相手にしてやるんですか。相手はだ

れですか。つまり、私のような一般消費者が相手なのか、それとも建築士に工事の設計

を頼む人が対象なのか。だれが対象なのかということが第１点です。 

  もう一点は、ここの何とか研究会で中間報告の一つとして建築士の団体への加入義務に

ついても議論されているというのですが、この加入義務制の必要性というのはどんな議

論があるのかどうか。その議論を御紹介いただきたいと思います。 

○小川建築指導課長  まず、開示の相手方ですけれども、これは一般に対して開示する。

したがって、何か懲戒されたら、その方の名前は公告されるというふうにしています。 

  勿論、それのほかに、設計事務所の業務実績の閲覧というようなことについては一般に

対して公開ですが、実際上は、そこに仕事を頼もうと思っているような方がやはり活用

するんだろうと思っています。 

○大橋専門委員  私などの素人に、その情報を開示されても、その情報を開示されたもの

が本当に正しいのかどうか。あるいはそれについての評価というのは、原則としてでき

ない人が多いですね。だから、そういう人を対象にしているのではないのでしょうね。 

○小川建築指導課長  そういう方が、例えば自分の家を建てるときに、結局、そういう情

報があれば、ほかのもう少し詳しい方にアシストしていただいて、こういう履歴なり、

こういうものであると、余りこういう人に頼んでも違うのではないかとか、そういうこ

とは使えると思います。 

  勿論、それは人気投票とかそういう話ではありませんから、それは一般の人が常に知っ

ている必要がある情報ではないと思います。 

  ２番目の団体加入なんですけれども、能力の継続的な向上とか、社会的な技術とか、あ

るいは水準、要求レベルといったものが動きますから、そういったことについて日ごろ

からちゃんと研修とか勉強をしていく。そういうものを供給するベースが必要なのでは

ないかとか、倫理の問題で、言わばいろんな施主から悪いことをやれと言われたときに
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道徳的にはね付けられるような能力を涵養するといったことをするには、職能団体がお

互いといいますか、同じ資格者同士で助けてやるとか、あるいは相互に教育していくと

か、そういうことが有効なのではないかという御議論があって、例えて言えば、ほかの

職能団体でも、弁護士会とか幾つか強制加入というような形でやっておられて、そこの

中の団体規律で、ある種、自助自立を果たしているという実例もあるので、建築士の場

合、特に業務体制の中でいろいろな圧力があったときに個人では弱い部分もある。そう

いうことの中で職能団体をうまく活用できないか、あるいは活用すべきではないかとい

うような御議論をいただいています。 

○大橋専門委員  おっしゃった意味で、建築士の能力をアップするという必要性は私はあ

ると思いますが、だから、直ちに建築士を一定の協会的なものに強制入会するというこ

とに論理的にはつながらないような感じがするのです。 

  だから、強制入会にしたら建築士の能力というのが向上することに有効であるというふ

うにおっしゃっている人というのが、どうして有効なのかどうか、私にはいまいちはっ

きりしないのです。 

○鈴木主査  ついでに言うと、今、一番の問題になっているのは士業、この建築士もサム

ライだけれども、普通サムライというと行政書士、司法書士、弁護士といった一連の法

律職務及び経済職務になるのですが、そこのところでは強制入会制度をほとんどが取っ

ているのです。 

  一番の弊害は何かというと、強制入会とするとお互い様がムラをつくってしまうのです。

建築士の入札領域というのは余り想定できないが、さっきから伺っていると、３つの領

域をつくるとなると、これは明らかにその二の舞となる危険性があって、そうすると、

そこのところは強制入会にして、そして自分のところで１次罰則をかける。最終罰則は、

勿論、国土交通大臣がやるのですが、そういうことになると、お互い様が自分の領域に

は入ってくるなという囲い込み合戦をやるという弊害が出てくる。 

  したがって、我々のテーマは、そういう強制入会制度を少し見直さなくてはいけないと

いうことになる。弁護士については、ある程度、やむを得ないところがある。というの

は、懲戒権が法務大臣もなければ、だれにもないというので、弁護士会での自治でやる

しか手がないが、そのほかは懲戒権を各省大臣が持っているわけですから、この懲戒権

を余りばらまきますと、お互い様が無責任になる。協会は協会として仲間の論理になる

し、それがましてや３つのものに分かれると、互いのお仲間の論理でやる。行政の方は

行政の方で、協会の方でしっかり見ているはずだからというようなことになってきて、

かえって目的に反することにもなりかねません。そのうえ、その固まりは固まりとして

一つの城をつくって、他人は入ってくるなという動きが出てくるという弊害があるので

す。 

  だから、まさしく悪い例を、今、ああいう事件があったので、悪い例を考えると、それ

を是正する一つの方法として、そういう点も、良いところだけを考えるとそうかなと思
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うかもしれないが、悪い側面も現実にあるわけです。だから、そこをよくくみ取って考

えてもらわないと、角を矯めて牛を殺すみたいな話になりかねないという点を申し上げ

ておきたいと思うのです。 

○福井専門委員  ちょっと補足で、私も同じ趣旨なのですが、強制加入というのはやはり

極めて例外的な制度なのです。何故かといいますと、もともとは情報の非対称対策で、

消費者にきちんと品質の一定したサービスを供給させるためにもともと資格制度があ

るわけで、その中での強制加入を措置するというのは、要するに強制加入して職能団体

に懲戒権の行使とか品質管理をゆだねない限り品質管理ができない、消費者が大変な目

に遭うとか、あるいは市場が成立しなくなるというような必然性のあるものに限って合

理化されるというのが出発点ですから、だから、例えば資格の言わば生命・身体への影

響という意味では一番影響の強い医師にしても、医師会は強制加入ではないわけです。 

  建築士は、今、大臣の監督権もあるわけですから、それこそ弁護士会はともかくとして

も、職能団体の強制加入を通じてしか品質管理ができないとまで言えるかどうかという

ところは大分隔たりがあるように思いますので、余りそちらに飛び付く安易な方向を取

られない方がいいように思いました。 

○鈴木主査  だから、ああいう問題があったから、何かを変えて世の中に身のあかしを立

てないといけないという気持ちになるのはわかるが、この道はいつか来た道で、皆、そ

ういうことでやって、結局、それはマイナスの効果の方が後になると出てきているとい

うことがあります。 

  だから、御省のところの今までの姿勢は、我々がむしろどちらかというと理想論として

考えている職能団体と資格者の在り方を行っているのです。それで結構です、これが合

格点です。 

○小川建築指導課長  中間報告でも、例えば厳しい参入規制になるというようなことで、

社会的な必要性を明確にする必要があるのではないかとか、団体の指導監督体制を大幅

に強化してもらう必要があると。そういった場合に、団体の団体会員への監督の在り方、

あるいは国、都道府県の当該団体に対する監督の在り方について検討を行う必要がある

という注意書きといいますか、指摘をいただいております。そういうことを検討しなが

ら、引き続き検討しなさいということになっています。 

○福井専門委員  大体、職能団体というのは執行部がかなり強力な権力を握るようになる

のです。どこでもそうですが、特に強制加入にしたら絶大な権限を握るようになりまし

て、非常に派閥化したり、政治化したり、あとロビー団体化したりということが往々に

して起こるので、弊害の方はよほどきちんと見た上で考えないと危ないですね。 

○黒川主査  多分、31 万人もの方がいらして、どの方も都合のいい方を使われるというよ

うなことをやると今回みたいなことが起こるのだと思うのですけれども、つまり、建築

士の方で適切な競争とか、それから、能力を、つまり明らかにその人のキャリアとか、

これまでどういう実績があるかということを背景において、きちんとした競争環境とか
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があればいいのですけれども、どちらかというと資格を持っていて身内の中に抱えてと

いうことで、その間の建築士さんの中の競争というのが損なわれているのではないかと

いう予感もするのですけれども、そうすると、何らかの形でよりすぐれた建築士さんを

使った方が有利になるような環境の整備ということをこの中にうまく組み込むことは

できないのだろうか。 

  そのことを感じるのは、２級建築士さんの方が六十数万人いて、１級建築士さんが三十

数万人いて、かなりたくさんの方がいらして、実際にはどれぐらいの方が本当にそれぞ

れのエリアで、つまり活躍されているのか。どれぐらい、それぞれ能力を発揮されてい

るのか。それとも、組織の中に入ってしまって、そういうこととは無関係に一定の重要

な仕事をされているのか。ひとり立ちして仕事をされて、競争されるという環境なのか。

何か、置かれていらっしゃる環境によって使われ方が全く違ってしまっているのではな

いかという感じがするのです。 

  そうすると、さきほどのような職能のケースで個人の資格を守って、そして、個々人の

間で競争できることが望ましい方向なのか。それとも、一定の資格を何回か更新しなが

ら最新の技術を持っていただいて、つまり、組織の中で一定の能力以上のことを常に発

揮していただくようなことが大事なのか。もう少し建築士さんの常に更新しなければい

けないような能力のものなのか、それとも競争していると必然的に能力が高まってくる

ものなのか、何年かおきに見直さないと、建築士さんの資格というのが維持できないよ

うな環境にあるということなのか。ありように関して、どのように一般的に認識されて

いらっしゃるのかというのを伺いたいのです。 

○小川建築指導課長  なかなか難しい御質問だと思います。 

  団体の加入率が非常に低いというのが実際で、恐らく、こういう議論の中の出発点とし

ては、言わば余りにも組織化されていなくて、横の連携がないということの中で個別個

別がいろいろ、要するにちゃんとした競争の環境の中ではなくて、例えば悪い仕事でも

安くやればというような形でやられていくのではないか。その中で、より団体加入みた

いなものを進めて、情報を共有することで適切な競争ができるのではないかというよう

なことがまず議論になると思います。 

  当然、建物を設計するということについてだけをとらえれば、１回取得した能力がなく

なるということはないので、そこの部分についてどうしても見直さなければいけないと

いうことではないとは思うんですが、一方で、一般の方々が要求しているいろんな新し

い分野、エネルギーだとか、バリアフリーとか、そういった社会的な要求レベルが上が

っているときに、それに対しての説明責任といいますか、レスポンスが全くできていな

い人しかいないという業界になっても困ると。 

  したがって、そういうアップ・トゥー・デートな知識、あるいはある種、技能かもしれ

ませんけれども、そういったものは取得していただきたいと。そういう流れの中でどう

いうふうにするのかということだと思います。 
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  今のところで、最低、家さえ建ててくれればいいんだというふうにすれば、今のままで

ずっとやれるし、では、やはり仕事を頼んだときに、今の一番新しいデザインとかいろ

んなことも含めてやってくれなければ困る。お医者さんなどでもやはり同じようなこと

が言えるのではないかと思いますけれども、とりあえず、薬をもらうだけならいいけれ

どもというのはあるかと思います。 

○鈴木主査  このようなことが起こると、強制入会というのを業界にやらせようだとか、

その業界団体で勉強をさせようというようなことを考えるけれども、結局は形式になっ

てしまうことが非常に多いのです。勉強しなかったからというので、資格を取りあげて

しまうということは現実問題、なかなかできない話で、何時間か眠って聞いている人が

いても、それでよいということになってしまうのですが、そういう発想よりももっと、

例えば姉歯のようなものを発見できるような仕組みができないですか。 

  例えば、構造計算などといったら、それをチェックするきちっとしたソフトがありさえ

すればチェックできるはずだと思うのです。むしろそういうところのほうを開発してい

くというアプローチとか、あとは情報公開を徹底するとともに罰則を強化するというよ

うな方法の方が本当の打つべき手ではないかと思いますが。 

○小川建築指導課長  それは、今回の改正で、皆、措置はいたします。 

○原委員  私も、重ねてなのですが、姉歯さんが関わっていらっしゃった物件は複数あり

ますね。多分、業界とか、関わっていらっしゃる近い人では、何か知られていたことな

のではないかという感じもするのですが、それほど個々の契約というのは閉鎖的と言う

とおかしいですけれども、ほかの人が発見しにくいものなのか、それとも、関わってい

る近くにいる人たちには何となくうわさのようにわかっていて、ただ、表になかなか出

なかったというようなことになるのかどうか。今、鈴木さんがおっしゃられたように、

うまく相互に発見できるようなことはできなかったのかと思うのです。 

○小川建築指導課長  これも難しい話ですけれども、いわゆる経済設計というような形で

非常に合理的な構造計算の設計を得意とするというようなグループの方々といいます

か、幾つかの事務所は業界内で結構有名であったというのはいろいろ調べてくると出て

きたんですけれども、ただ、個別個別の設計内容についてお互いが見ていないものです

から、結局、姉歯であっても、それまではいわゆる経済設計というか、非常に悪い言葉

で言えば法律ぎりぎりの設計が得意な人の一人というようなとらえ方をされていたと

いうのではないかと思うんです。 

  今回も、実は改正で行うんですけれども、専門家がピアチェックということで、いわゆ

るもう一回見ますと。お互いにお互いの設計を見合うというのはお医者さんがお医者さ

ん同士でカルテの見せっこをするようなものなので、できているようでできていないと

いうことがあるので、今回の改正でそういう仕組みを入れますので、そこはかなりお互

い、こんなことをやっていたんだということはできると思いますし、私どもも反省があ

って、専門性が高いから余り行政の中ではしの上げ下ろし的に、これはだめ、べからず
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集みたいなことは出さなかったんですけれども、それはこことここはきっちり見てくだ

さいというものでガイドラインといったものも出したいと考えています。 

○鈴木主査  どうぞ。 

○大橋専門委員  講習の義務づけについて、今、検討中ということで、これについて教え

ていただきたいのですが、講習の義務づけというのは、まずどういう科目の講習が予定

されているのか、あるいは議論されているのかということと、もう一つは、講習した後

に、例えば試験などをして、その試験を通らなければ建築士の資格というのを剥奪する

というような効果も持った講習の義務づけを検討されているのかどうか。この２点につ

いて教えていただきたいと思います。 

○鈴木主査  では、まだもう一件あるので、手短にお願いします。 

○小川建築指導課長  試験するかどうかについては、これからの議論です。 

  内容については、新しい技術とか規制とかそういったものが出てくると、それについて

の知識をちゃんと持っていただくというのが大きな眼目になろうかと思います。昔のこ

とばかりしか知らないと、複雑な計算方法が出てきたんだけれども、それについての知

識が全くない、説明責任も果たせないというようなことだと困る。例えば、いつまで経

っても、例えばアスベストなどを使っても当然だみたいなことを思っていて、いつから

禁止されたのかなどという話があっては困るんだとかということを考えています。 

○福井専門委員  今の流れで思ったのですけれども、基本的には多分こういう流れだと思

うのですが、特に業務独占のことがさっきまで余り話題になっていないのですが、業務

独占で大体当会議でも合理性がないという議論がどの資格についても割合普遍的なの

ですが、これは名称独占にしていただくと。名称独占にしていただいて、だけれども、

意匠、構造、設備とか、専門領域ごとに分けて資格をつくる。しかも、その中で一種の

格付けとか、新しい知識だということがわかるようにする。例えばＴＯＥＦＬとか、ミ

シュランのレストランガイドです。ああいう感じの、この時期におけるこういう評価だ

ということが消費者に対してはっきりしているというようなことをやれば、恐らくここ

に書かれておられるような問題意識というのはほとんど担保できるのではないかと思

いまして、大体、ほとんど同じことを前建築学会長の仙田満先生などが、よくシンポジ

ウムで御一緒すると意気投合するのですけれども、大体、そういうことになるのではな

いかと思いましたので、御参考までに申し上げます。 

○鈴木主査  我々の方は、今、言ったようなことで、いわゆる入会強制の弊害というのは

余りにも現実にありますから、その辺は非常に関心を持って、新しく悪い人のグループ

ができないように最初からしておきたい。そうすると、いい方法は何かというとさっき

から議論していたところがやはりポイントになってきて、特にチェック機関です。チェ

ック機関をイージーにつくるからというところにも問題があるという感じがしますの

で、そこら辺に本当に効く注射を打てと。効能のない、形だけの売薬は盛るなというこ

とで考えていますし、全分野で強制入会については、今、それを見直すことを求めてお
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りますので、それは心においてください。 

   

 


